
事業者 多賀城市

申請書等のスキャンをメールで
送付（書類の事前確認であるた
め、この時点で日付の記載・押
印は不要ですが、定款等含め
すべての書類を送付願います）
送付先メールアドレス
kyusui@city.tagajo.miyagi.jp

メールを確認後、事業者様
へ連絡

修正等があれば修正していただ
き、メールを送付する日付を記
載し申請書等に押印の上、再
度スキャンしメールで送付（現
在の事業者証も送付してくださ
い）してください。
なお、令和５年度より当該メー
ルの送付をもって更新申請の
受付としますので、書類等の郵
送は不要となります。

申請書を受理・指定に係る
書類を作成

指定に係る指令書及び手数
料（新規は10,000円、更新
は7,000円）の納付書を郵
送

納付書により、手数料を納付。
納付後は当方あて連絡願いま
す。

納付を確認後、新しい事業
者証を郵送

指定店申請（新規・更新）に係るフロー図


